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任意継続保険脱退申出書 

 

資格喪失理由（いずれかに✓をいれてください。） 

 

□ 就職により他健保に加入するため 

→加入先健保組合発行の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写しを添付してください。 

  

□ 任意継続保険から脱退したいため 

→健康保険法第 38 条により、当健保にて任意継続保険の脱退の申出を受理した翌月 1 日付で 

     任意継続保険の資格喪失となります。  

 

資格喪失日以降は、当健保の保険証はご利用いただけません。 保険証は資格喪失日以降すみやかにサノフィ健康

保険組合にご返却ください。 資格喪失日以降、「資格喪失証明書」をご郵送いたします。 

 

サノフィ健康保険組合 

９９           １２ ３ ４          ５５ ０４ ０１ 

 

 

健康 太郎 

１１１  １１１１       東京都   新宿区○○１－２ 

 

０３   １２３４ ５７７８ 

                                 ７ 12 1 

 

 

 

 

 

 


